
道
路
・
河
川
な
ど
の

災
害
復
旧
費
に
増
額

▼
一
般
会
計
の
補
正
予
算

補
正
額
一
億
一
千
二
百
九
十
三
万

四
千
円
を
増
額
し
、
歳
入
歳
出
（
収

入
、
支
出
）
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
三

十
五
億
九
千
四
百
三
十
八
万
四
千
に

し
ま
し
た
。

歳
入
の
主
な
も
の
は
、
国
庫
補
助

金
（
国
か
ら
の
補
助
金
）
四
千
八
十

九
万
九
千
円
、
県
補
助
金
（
県
か
ら

の
補
助
金
）
六
千
四
百
二
十
七
万
七

千
円
、
バ
イ
パ
ス
と
食
肉
処
理
場
返

納
金
を
諸
収
入
で
五
千
三
百
二
十
二

万
七
千
円
を
そ
れ
ぞ
れ
増
額
し
、
村

債
（
村
の
借
金
）
四
千
五
百
四
十
万

円
を
減
額
し
て
い
ま
す
。

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
総
務
費
で

財
政
調
整
基
金
な
ど
の
基
金
積
立
金

に
二
千
百
十
八
万
一
千
円
、
商
工
費

か
ら
、
休
養
施
設
事
業
特
別
会
計
へ

の
繰
出
金
四
千
三
百
万
二
千
円
、
災

害
復
旧
費
の
工
事
費
八
千
五
百
十
三

万
五
千
円
を
そ
れ
ぞ
れ
増
額
し
ま
し

た
。減

額
分
で
は
、
総
務
費
の
テ
レ
ビ

難
視
聴
解
消
事
業
補
助
金
五
百
十
万

六
千
円
、
民
生
費
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
事
業
運
営
費
補
助
金
三
百

五
十
万
円
、
水
産
業
費
で
堀
内
漁
港

県
単
独
改
良
事
業
地
元
負
担
金
七
百

万
円
、
体
育
施
設
費
で
委
託
料
な
ど

四
百
十
五
万
六
千
円
を
そ
れ
ぞ
れ
減

額
し
て
い
ま
す
。

村
の
将
来
像
決
ま
る

▼
村
の
未
来
を
見
据
え
た
新
普
代
村

総
合
発
展
計
画
の
策
定

こ
の
計
画
は
、
普
代
村
の
十
年
先

の
発
展
し
た
姿
・
目
標
を
定
め
、
そ

の
実
現
に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

の
道
筋
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。

漁
業
集
落
排
水
の
処
理

施
設
利
用
料
金
決
ま
る

▼
普
代
村
漁
業
集
落
排
水
処
理
施
設

条
例
の
制
定

漁
業
集
落
の
生
産
と
生
活
環
境
を

高
め
る
た
め
、
漁
業
集
落
排
水
処
理

施
設
を
設
置
し
ま
し
た
。

利
用
者
の
使
用
料
金
は
表
の
と
お

り
で
す
。

輸
入
ワ
カ
メ
の
増
加
に

対
処
措
置
意
見
書
を
提
出

▼
無
秩
序
な
輸
入
増
加
で
価
格
破
壊

の
現
実

普
代
村
の
基
幹
産
業
で
あ
る
ワ
カ

メ
養
殖
業
者
の
経
営
安
定
の
た
め

に
、
対
処
意
見
書
が
普
代
村
議
会
に

提
出
さ
れ
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
を
踏
ま
え
、
国
と
県
に
経
営
安

定
化
の
実
現
を
強
く
要
望
す
る
意
見

書
が
普
代
村
議
会
議
長
か
ら
提
出
さ

れ
ま
す
。

先
に
行
わ
れ
た
村
営
建
設
工
事
の

入
札
結
果
を
次
の
と
お
り
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

◆
農
村
総
合
整
備
事
業

白
井
港
線
集
落
道
整
備
工
事

▽
入
札
年
月
日
…
平
成
十
三
年
三

月
二
十
八
日
　
▽
工
事
場
所
…
村
白

井
地
内
　
▽
請
負
者
…
中
村
建
設
株

式
会
社
　
▽
落
札
額
…
二
千
八
百
万

円
　
▽
指
名
業
者
…
中
村
建
設
株
式

会
社
　
有
限
会
社
古
沼
建
設
　
柾
谷

土
建
　
有
限
会
社
普
代
土
木
　
株
式

会
社
晴
山
組
　
大
林
道
路
株
式
会
社

田
野
畑
営
業
所
　
熊
谷
建
設
株
式
会

社
　
和
山
物
産
株
式
会
社
　
菅
原
建

設
株
式
会
社
岩
手
支
店

入
札
の
結
果

黄色い傘贈る
新学期が始まった４月10日、児童の交通事故防止を願い、普代小学校（藤

沢俊明校長・児童118人）の新入生15人に黄色い傘が県交通安全協会普代分

会の太田岩蔵会長（左）から贈られました。太田会長は「事故にはくれぐれも

注意して元気に通学してください」と一人ひとりに（写真）手渡しました。

村議会３月定例会（3／8～3／13）

〈参考〉1. 一般家庭とは、事業所および公共施設以外をいう。
2. 事業所とは、事務所、商店、工場、旅館などであって、処理施設以外の区域
外から人口流入がある施設をいう。

3. 公共施設とは、公民館などをいう。

使　用　料　金（１か月につき）

均　等　割 １戸当たり　　2,000円

人　数　割 １人当たり　　 500円

事業所など
事業所および公共施設にあたっては、基本割額3,000円に基

準日現在の使用申込人員（流入人口換算人員）に500円を乗じ
て得た人数割り額を加えた額とする。

区　　　　　分

一 般 家 庭

（表）
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